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告 示 

 

鳥取県告示第752号 

鳥取県青少年健全育成条例（昭和55年鳥取県条例第34号）第13条第１項の規定に基づき、同項第１号に該当す

る青少年に有害な図書類を次のとおり指定したので、同条第２項の規定により告示する。 

 

  平成22年12月28日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

図 書 類 指定 

番号 
種別 

題名及び号数 発行記号等 表示された発行所名 

7128 雑誌 メガ ベッピン １ VOL.15 雑誌 06440－01 株式会社ジーオーティー 

7129 〃 Ａ級美熟女 マダムＸ 2010年12月号 雑誌 18347－12 株式会社ブライト出版 

7130 〃 月刊ＣＯＭＩＣ ＭＵＪＩＮ 2011 １月号 雑誌 13825－01 ティーアイネット 

7131 〃 ＷＩＦＥ 月見草 ワイフ・ツキミソウ 雑誌 67787－42 富士美出版株式会社 

7132 〃 世界一受けたい女教師個人授業 vol.２ 雑誌 62873－45 株式会社ブレインハウス 

7133 〃 ＩＮＭＯＲＡＬ vol.２ 美人ＯＬの裏仕事 雑誌 06388－１ サニー出版株式会社 

7134 〃 コミックシグマ 2011 vol.51 雑誌 04348－01 株式会社茜新社 

7135 〃 サポ専少女 12月号 雑誌 14071－12 マイウェイ出版株式会社 

7136 〃 人妻発情中！！ 雑誌 62873－44 株式会社ブレインハウス 

7137 〃 マガジン・バン １月号 雑誌 18371－01 株式会社サン出版 

7138 〃 ＣＯＭＩＣ快楽天 １ 雑誌 13877－１ ワニマガジン社 

7139 〃 恋愛熱情 ラブパッション １月号 雑誌 09657－01 株式会社一水社 

                                                    

 

鳥取県告示第753号 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規定により告

示する。 

 

  平成22年12月28日 

鳥取県西部総合事務所長 林  昭 男 

 

１ 開発許可の年月日及び番号 

  平成22年11月26日 鳥取県指令第201000136559号 

２ 開発区域に含まれる地域の名称 

境港市高松町字下灘 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

境港市外江町3056－１ 

    竹谷 正一 

                                                    

教 育 委 員 会 告 示 

 

鳥取県教育委員会告示第27号 
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平成23年度鳥取県立高等学校専攻科入学者選抜を次の要項により実施する。 

 

  平成22年12月28日 

鳥取県教育委員会委員長職務代行者 岩 田 慎 介 

 

平成23年度鳥取県立高等学校専攻科入学者選抜実施要項 

 

１ 募集高等学校及び募集生徒数 

高等学校名 所在地 募集生徒数 

鳥取県立倉吉東高等学校 倉吉市下田中町801 70人 

鳥取県立米子東高等学校 米子市勝田町１ 50人 

２ 出願資格を有する者 

    次のいずれかに該当する者とする。 

 (１) 高等学校又はこれに準ずる学校を卒業した者 

 (２) 学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第150条各号のいずれかに該当する者 

３ 出願方法 

 (１) 出願手続 

  ア  入学志願者は、次の書類を志望する高等学校の校長に提出しなければならない。 

(ア) 入学志願書（各募集高等学校から交付されたもの）に所定の入学選抜手数料に相当する額の鳥取県

収入証紙（消印をしないこと。）を貼り付けたもの 

(イ) 出身高等学校の校長の発行する調査書（大学受験用の調査書と同様とする。）又は高等学校の卒業

資格及び学力を認定するに足る書類 

イ  各募集高等学校の校長は、入学志願書等を受理したときは、入学志願者に受検証を交付するものとする。 

 (２) 出願期間 

出願期間は、平成23年４月１日（金）から同月５日（火）までとする。ただし、書留郵便（簡易書留とす

ること。）又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する

一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第２項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものによる場合は、同月４日（月）までの消印又は信書便の役務のうち消印

に準ずるもののあるものに限り受け付ける。 

 (３) 受付時間 

午前９時から午後４時まで 

 (４) 受付場所 

各募集高等学校 

４ 入学者選抜の方法 

入学志願者の提出した書類の審査及び学力検査の結果を総合して行う。 

５ 学力検査の日時等 

 (１) 日時 

平成23年４月８日（金）午前９時から（午前８時30分までに集合すること。） 

 (２) 場所 

   各募集高等学校 

 (３) 学力検査の教科 

   国語（国語総合、現代文及び古典）、数学（数学Ⅰ・数学Ａ及び数学Ⅱ・数学Ｂ）及び英語（英語Ⅰ及び

英語Ⅱ）とする。 

なお、平成17年３月以前に高等学校又はこれに準ずる学校を卒業した者その他の旧教育課程の履修者につ

いての移行措置は、実施しない。 
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６ 合格者の発表 

平成23年４月12日（火）正午に各募集高等学校において合格者の受検番号を掲示する。 

７ 入学者選抜の結果の開示 

入学者選抜の結果については、鳥取県個人情報保護条例（平成11年鳥取県条例第３号）第19条第１項の規定

により、口頭で開示を請求することができる。なお、この場合において、電話、はがき等による請求では開示

できないので、本人が確認できるものを持参の上、受検者本人が直接各募集高等学校へ請求すること。 

 (１) 開示請求ができる期間 

平成23年４月12日（火）から同年５月11日（水）までの日（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律

（昭和23年法律第178号）に規定する休日を除く。） 

受付時間は、午前９時から午後４時までとする。ただし、平成23年４月12日の受付時間は、午後１時から

午後４時までとする。 

 (２) 開示する場所 

   各募集高等学校 

８ 注意事項 

 (１) 提出された書類及び入学選抜手数料は、返還しない。 

 (２) この要項に関し不明な点は、各募集高等学校へ問い合わせること。 

９ 参考事項 

 (１) 専攻科の授業は、精深な程度において特別な事項を教授し、その研究を指導することを目的として、次

の教科を履修させる。 

国語、数学、外国語（英語）、理科、地理歴史、公民及び保健体育 

 (２) 専攻科の修業年限は、１年とする。 

 (３) 専攻科の生徒の学習評価、単位認定、修了等については、各募集高等学校の全日制課程に準ずるものと

する。 

                                                    

調 達 公 告 

 

随意契約の相手方を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成

７年政令第372号。以下「政令」という。）第11条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

 

  平成22年12月28日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

１ 調 達 件 名 及 び 数 量  鳥取県電子調達システムバージョンアップ及びクラウド環境移行業務委託 一

式 

２ 契 約 方 式  随意契約 

３ 契 約 日  平成22年12月１日 

４ 契約の相手方の名称及び  株式会社日立情報システムズ岡山支店 

所在地           岡山県岡山市北区柳町二丁目１－１ 

５ 契 約 金 額  48,930,000円（消費税及び地方消費税の額を含む｡） 

６ 随意契約による理由  随意契約の相手方と既に契約を締結した特定役務に関連して提供を受ける同種

の特定役務の調達をするものであり、随意契約の相手方以外の者から調達すると

その役務の便益を享受することに著しい支障が生じるおそれがあるため。（政令

第10条第１項第２号） 

７ 契約事務担当部局の名称  鳥取県県土整備部県土総務課 



  平成 22 年 12 月 28 日 火曜日     鳥 取 県 公 報              第 8258 号   

- 5 - 

及び所在地         鳥取市東町一丁目220 

                                                    

 

随意契約の相手方を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成

７年政令第372号。以下「政令」という。）第11条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

 

  平成22年12月28日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

１ 調 達 件 名 及 び 数 量  ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特定管理産業廃棄物）処理委託 一式 

２ 契 約 方 式  随意契約 

３ 契 約 日  平成22年12月８日 

４ 契約の相手方の名称及び  日本環境安全事業株式会社 

 所在地           東京都港区芝一丁目７－17 

５ 契 約 金 額  60,631,200円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

６ 随意契約による理由  特定役務の調達をする場合において、当該調達の相手方が特定されているため。

（政令第10条第１項第１号） 

７ 契約事務担当部局の名称  鳥取県教育委員会事務局教育環境課 

 及び所在地         鳥取市東町一丁目271 

 

 


